
【Ⅰ．主な取り組み】

【Ⅱ．目標指標】
２７年度

基準値 目標値 実績 達成度 目標値 　　　　 25　　　   50　　　　75　　 　100       125

ⅰ 62.5 92.5 88.3 95.5% 100

ⅱ 1,120 1,150 1,761 153.1% 1,200

ⅲ 7.2 13.7 11.6 84.7% 14.6

【Ⅲ．指標による評価】

ⅰ

ⅱ

ⅲ

概ね
達成

　知事部局（青少年関係団体によるインターネット出前講座）、教育委員会（ネット安全教育推進事業）、警察本部（インターネット安全教育）の3者で
普及啓発等に取り組んだ結果、フィルタリングサービスその他の方法により携帯電話等によるインターネット利用を監督している保護者の割合が増
加した。

概ね達成
達成

　平成26年6月1日に青少年自立支援センターと地域若者サポートステーション（若者の就労支援）、児童アフターケアセンターおおいた（児童養護施
設退所者の支援）の3相談・支援機関をワンストップ化し、おおいた青少年総合相談所を開設して県民の利便性を図るとともに、平成23年度に開設し
た地域相談窓口において広域的な相談対応を行った結果、相談件数が増加した。

達成
不十分

　県内公立図書館30館（児童書貸出統計あり）のうち、昨年開館した大分市民図書館など前年度より貸出が増加した館は13館、減少した館は17館で
あった。子どもの読書活動推進の取組に地域差が見られ、県内公立図書館全体の児童書貸出冊数が減少している。

公立図書館における中学生以下の子ども１人あたり
の児童書貸出冊数（冊/年）

③ H16

評価 理　　　　由　　　　等 平均評価

フィルタリングサービスその他の方法により携帯電話
等によるインターネット利用を監督している保護者の
割合（小・中・高）（％）

① H22

青少年自立支援センターの活用（相談件数）（件/年） ② H21

取組項目
福祉犯の取締りと被害少年に対する

保護活動の推進

取組№ ① ② ③ ④

指　　　　標
関連する
取組№

基準値 ２６年度 目標達成度（％）

取組項目 青少年を育てる地域・家庭づくり 青少年や家庭への支援体制の充実
豊かな心をはぐくむ体験活動や

読書活動の推進
少年非行防止対策や

支援活動の推進

取組№ ⑤

年度

施策評価調書（２６年度実績）
施策コード Ⅲ－１－（６）

政策体系
　施策名　青少年の健全育成 所管部局名 生活環境部 長期総合計画頁 123

　政策名　教育の再生、未来を拓く人づくりと青少年の健全育成 関係部局名 生活環境部、教育庁、警察本部



【Ⅳ．指標以外の観点からの評価】 【Ⅴ．施策を構成する主要事業】

①

【Ⅵ．施策に対する意見・提言】

【Ⅶ．総合評価と今後の施策展開について】

○「安心・活力・発展プラン2005」第１回発展部会(H26.7）
・生産年齢人口が減少する中で、ひきこもりやニートの若者達にもう一歩踏み込んで地域に
出てきていただくような施策が必要
・不登校生徒が卒業した場合に、地域のサポートセンターに繋いでいくなど、そのままひきこ
もりやニートにならないような継続的な支援が必要

○「安心・活力・発展プラン2005」第１回発展部会(H26.7）
・学校や行政、家庭だけに頼ることなく地域全体で若者たちのやり直しがきくような地
域、社会づくりが必要

総合評価 施策展開の具体的内容

Ｂ

・「大人が変われば子どもも変わる」県民運動の更なる浸透に向けて、大分県青少年健全育成県民会議加盟団体等への働きかけを強化し、部門ごとの活動の
活発化を図る。
・ネット上のいじめやネット依存による問題が指摘されている中、保護者と青少年の話し合いによりインターネットの利用にあたってのルールづくりが行われるよ
う、関係機関と連携して引き続き保護者と青少年双方に対しインターネット安全教育等を実施する。
・県民の利便性を図るためにワンストップ化して開設したおおいた青少年総合相談所の周知・広報を強化し、青少年自立支援センターの一層の利用促進を図る
とともに、より効果的に支援機関・団体につなぐことができるよう、関係機関・団体とのネットワークづくりを継続・強化する。
・公立図書館による学校図書館の支援機能強化と、市町村図書館の児童サービス担当職員の資質向上のための研修を一層充実させ、市町村立図書館におけ
る子どもの読書活動の全県的な推進につなげる。

④

・少年警察ボランティアやフレンドリーサポートセンター等の取組
の他、地域で自主防犯パトロール隊が組織され、地域を自分たち
で守ろうとする見守りの目が広がった。このような動きが、刑法犯
少年の検挙・補導人数の低水準での推移の要因となっていると
認められる。

⑤
・被害少年サポートネットワーク会議を開催し、加盟41機関・団体
の連携強化を図り、被害少年への支援を行った。

10,133 Ａ 継続・見直し 213

③

・「大分県少年の船運行事業」は、乗船した団員（小学生）が、中
学生、高校生、大人のリーダーへと成長し、県内の地域や団体で
活躍する人材となっている。
・青少年教育施設の地理的条件や特色を活かした様々な自然体
験活動、ものづくり体験や科学実験教室等の科学体験活動、読
書会活動などを通じて、子どもの健全育成を推進した。

207

②
・おおいた青少年総合相談所のコーディネーターによる地域への
広報活動、地域相談窓口の設置継続により、新規相談者の一層
の掘り起こしが図られた。

③
大分県少年の船運航事業 56,697 Ａ 継続・見直し 86

おおいた子ども読書活動推進事業

②
青少年自立支援対策推進事業 30,352 Ａ 継続・見直し 85

いじめ・不登校解決支援事業 141,680 Ｄ 例外的に継続

主要な施策の
成果掲載頁

総合評価 ２７年度の方向性

①

・定期的に県庁舎であいさつ運動を行うとともに、大分教育の日
推進大会でのあいさつ運動、ガレリア竹町・セントポルタ中央町
でのあいさつ運動等、継続して取組を実施し、あいさつ運動の県
民への啓発・浸透を図った。

放課後・土曜学習支援事業 50,159 Ａ 継続・見直し 211

取組
№

指標以外の観点からの評価
取組
№

事業名（２６年度事業）
事業コスト

（千円）

事務事業評価


